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同上

１ 理容所の開設者が理容師法第１１条の４の規定に違反し、かつ本市の是正指導に従わない場合は、期間
を定めて当該理容所の閉鎖を命ずる。
２ 理容所の開設者が理容師法第１２条の規定に違反し、かつ本市の是正指導に従わない場合は、期間を定
めて当該理容所の閉鎖を命ずる。
３ 理容所の開設者が理容師以外の者若しくは第１０条第２項の規定による業務停止処分を受けている者に
その理容所において理容の業を行わせ、本市の是正指導に従わない場合は、期間を定めて当該理容所の閉鎖
を命ずる。

第１４条第１項
都道府県知事は、理容所の開設者が、第１１条の４若しくは第１２条の規定に違反したとき、又は理容師

以外の者若しくは第１０条第２項の規定による業務の停止処分を受けている者にその理容所において理容の
業を行わせたときは、期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。

理容所の閉鎖命令

理容師法では、理容所に必要な措置及び開設者による管理理容師の設置(ただし理容師である従業者の数が常
時２人以上の場合に限る)が定められています。これらの規定に違反した場合は、大阪市長は期間を定めて理
容所の閉鎖を命ずることができます。また、理容師以外の者若しくは理容所において業務の停止処分を受け
ている理容師に業を行わせたとき大阪市長は期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができます。

理容師法
（昭和22年12月24日法律 第234号)第１４条第１項


